
 

 

 

は  じ  め  に 

 

和歌山県では、男女共同参画の推進に向けた基本理念や、県、県民、事業

者の責務、県の基本的な施策などを定めた「和歌山県男女共同参画推進条例」

を平成１４年４月に施行し、平成１５年３月に男女共同参画を総合的かつ計

画的に推進するため「和歌山県男女共同参画基本計画」を策定しました。 

その後、平成１９年、２４年、２９年と計画を改定する中で、女性のチャ

レンジ支援や各分野への女性の積極的な登用促進に加え、平成２７年施行の

「女性活躍推進法」の理念を盛り込む等、時代の変化に合わせた様々な施策

を実施してまいりました。 

平成２９年度に改定した現行計画の期間が令和３年度で終了することに

伴い、次期計画である和歌山県男女共同参画基本計画【第５次】策定の資料

とするため、この度５回目となる「男女共同参画に関する県民意識調査」を

実施しました。 

今回の調査では、女性の自己実現やワーク・ライフ・バランスの視点から、

「結婚・出産を機に退職した女性の再就職に必要なこと」や「男性が育児休

業・介護休業を取得することについて」といった設問を新たに設けました。 

多くの皆さんにも本報告書を幅広く活用し、地域における男女共同参画を

進める上での参考にしていただきたいと思います。 

最後になりましたが、県民意識調査に御協力いただいた皆さんに感謝いた

しますとともに、今後とも本県の男女共同参画の推進に御協力をお願い申し

上げます。 

 

令和３年１月 

和歌山県環境生活部長  田中 一寿 
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